
 

令和６年度 

固定資産税（償却資産） 

申告の手引き 
 

 

申告書は令和６年１月３１日（水）までにお願いします。 

 

☆ 償却資産申告書の提出先は、関市役所 財務部税務課 家屋係です！ 

なお、洞戸事務所、板取事務所、武芸川事務所、武儀事務所、上之保事務所にも提出できます。 

ただし、西部支所は除きます。 

☆ 償却資産申告書の法定提出期限は、１月３１日です。（土曜日又は日曜日に当たる場合は翌月曜日） 

期限間近になりますと窓口が混雑しますので、１月２２日（月）までの提出にご協力ください。 

☆ 平成２８年１月１日以後に提出いただく償却資産申告書から個人番号（１２桁）又は法人番号（１３桁） 

    の記載が必要になります。（共有の場合は記載不要です。） 

☆ 償却資産をお持ちでない場合や転出、廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し 

提出してください。 

☆ 前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、「償却資産申告書」を必ず提出してください。その際 

には、申告書の備考欄に「増減なし」と記載してください。 

☆ 申告書を郵送で提出される場合に、宛先として使用していただけるラベルを裏表紙に印刷してあり 

ますので、切り取ってご利用ください。 

☆ 申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付の 

     うえ、同封願います。 

  

 

 

 

 

岐 阜 県  関  市 

 

◆◆◆ お知らせ ◆◆◆ 
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◆申告書及び種類別明細書（増加用・減少資産用）の用紙は、関市HPからダウンロードできます。 

関市HP→「市政情報」→「書式屋（書式ダウンロード）」→「06税務課 申請書ダウンロード」→ 

→「固定資産税・都市計画税（償却資産）」内 

       

 

 

 

 

 

 税務課家屋係（南庁舎１階）へお早めにご相談ください。 

 次のような書類をお持ちいただければ、その場で申告を済ませることができる場合もあります。 

 

・簡易帳簿
・所得税青色申告決算書　
・その他減価償却資産のわかる書類（領収書、契約書等）　　　等

・固定資産台帳
・法人税確定申告書　
・その他減価償却資産のわかる書類（領収書、契約書等）　　　等

・「先端設備導入計画に係る認定申請書」の写
・「先端設備等導入計画に係る認定について」の写
・「先端設備等導入計画」の写　　　　等　　　　　　　　　（Ｐ８参照）

個 人 の 場 合

法 人 の 場 合

中 小 企 業 の
設 備 投 資
特例について

申告書の記入方法がわからない場合 

【 目 次 】 
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 平素から本市税務行政にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産にも課税されます。償却資産の課税には申告制度がとら

れており、毎年１月１日現在で償却資産をお持ちの方は、申告をしていただくことになります（地方税法

第３８３条）。 

つきましては、同封の申告用紙の該当箇所にご記入のうえ、期限までに申告いただきますようお願い

します。 
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令和６年１月１日現在、関市内に事業用の資産を所有している、又は関市内の事業所に償却資産を

賃貸している個人・法人の方です。 

 例えば工場、商店を営んでいたり、アパートや駐車場や事業用設備・工具・器具・備品等を貸し付けて

いるなど事業を行っている方です。 

 償却資産を所有している方は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日（賦課期日）現在の所

有状況を申告する義務があります。 

 

 

 

 

 

固定資産税における償却資産とは・・・ 

 土地･家屋以外の「事 業 の用 に供 することができる」有形減価償却資産で、所得税法又は法人税

法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。 

※ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両や、電話加入権、ソフトウェア等の無形減価償却資

産は、課税の対象とはなりません。 

 

◎次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。 

ア 建設仮勘定で経理されている資産 

イ 簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産） 

ウ 遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産） 

エ リース資産（他の事業所に貸し付けてある資産） 

オ 他から賃借している建物に施工した付属設備（建物・建物付属設備勘定で経理されているもの） 

 

 

 

 ●「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又 

は収益を得ることを必要とはしません。したがって、公益法人、一般社団・財団法人等の行う活 

動も事業に該当します。 

 ●「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけ 

ではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。 

 ● 直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設（社宅、宿舎、寮等）の器具備  

品、構築物等も償却資産として課税対象となります。 

 

  

 

 

 １ リース会社に申告いただく場合 

  いわゆる「レンタル」であるリース契約。リース資産の所有権はリース会社にあるもの。 

 ２ 借受人に申告いただく場合（代表的な例） 

  譲渡条件付リース（所有権留保付割賦販売とみなす）等、リース資産の最終的な所有権が借受人 

にあるもの。 

 ※なお、平成 19 年度税制改正において、法人税法第 64 条の 2 第 1 項又は所得税法第 67 条の 

2 第 1 項に規定するリース資産（ファイナンス・リース取引に係るリース資産）で、その所有者が 

取得した際の取得価額が 20 万円未満のものについては、平成 20 年 4 月 1 日以降、課税客体 

としないものとされています。 

 

 

「事業の用に供する」とは 

借用資産（リース資産）の申告 
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償却資産を「業種」別に例示しますと、次のとおりです。 

 
 

※１ （ ）内の数字はその業種での耐用年数を表しています。しかし、各資産の耐用年数は、その素材 

や用途又は業種等により異なる場合があります。 

※２ 平成 20 年度税制改正により、機械及び装置を中心に、減価償却資産の耐用年数が大幅に変更 

されました。 

改正後の耐用年数は、平成 21 年度課税分から適用されます。資産の取得時にさかのぼって改正 

後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。 

評価額の計算は、平成 20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率、平成 21年度からは改正 

後の耐用年数に応じた減価率で算出します。 

 

 

 

 

 

 

タイムレコーダー（5）、事務机（15）、事務椅子（15）、応接セット（8）、ロッカー

（15）、キャビネット（15）、金庫（20）、レジスター（5）、コピー機（5）、ルーム

エアコン（6）、パーソナルコンピュータ（4）、サーバー（5）、ＬＡＮ配線（10）、

テレビ（5）、ファクシミリ（5）、自動販売機（5）、看板（10）、受変電設備（15）

駐車場等の舗装路面（コンクリート敷（15）、アスファルト敷（10））その他

食卓（5）、椅子（5）、厨房用品（5）、カラオケ（5）、冷蔵庫（6）、ガスレンジ（6）

その他

理・美容椅子（5）、消毒殺菌器（5）、タオル蒸器（5）、パーマ器（5）、サイン

ポール（3）、湯沸かし器（6）、その他

洗濯機（13）、脱水機（13）、ドライ機（13）、プレス（13）、給排水設備（15）、

その他

小 売 業 冷凍機（9）、肉切断機（9）、挽肉機（9）、電子秤（5）、冷蔵ストッカー（4）、陳列

食肉鮮魚販売業 ケース（6又は8）、冷蔵庫（6）、その他

旋盤（10）、ボール盤（10）、フライス盤（10）、プレス（10又は15）、圧縮機（10

又は15）、測定工具（5）、検査工具（5）、工業用水道（15）、その他

レントゲン機器（6）、調剤機器（6）、ファイバースコープ（6）、消毒殺菌用機器

（4）、手術機器（5）、歯科診療ユニット（7）、その他

立体駐車場のターンテーブル及び機器部分（10）、金属造の塀（10）、コンク

リート 造の 塀（15 ）、 緑化施 設（ 植木等 ）（ 20）、 太陽 光発電 設備 （17 ）

ル ー ム エ ア コ ン （ 6 ） 、 街 路 灯 （ 金 属 造 ） （ 10 ） 、 集 合 郵 便 受 け （ 15 ）

自転車置場（7）、その他

共 通
（ 事 務 所 等 ）

飲 食 業

理 ・ 美 容 業

ク リ ー ニ ン グ 業

加 工 ・ 修 理 業

医 （ 歯 ） 業

不 動 産 賃 付 業
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償却資産と家屋の区分一覧表（一般的な例示であり、必ずしもこの例示によらない場合もあります。） 

 

 

 

　ご申告ください。

　　家屋として取り扱うもの　　　　　　　　注：申告の必要がありません。

　家屋の所有者が施工した附属設備で「家屋と構造上一体となってその家屋の効用を高めるもの」

　　償却資産として取り扱うもの　　　　　注：申告が必要です。

区　　　　　分 申告が必要な資産例

　構造的に家屋と一体となっていないもの 　屋外給水塔、簡単に取り外して移動ができるもの

　独立した機械・装置としての性格が強いもの 　受変電設備、中央監視制御装置、ルームエアコン等

　特定の生産や業務の用に供されるもの 　工場における動力源である電気設備、ガス設備等

　顧客の求めに応じるサービス設備としての 　ホテル・百貨店・病院等の厨房設備等

　性格が強いもの

　賃借人（テナント）等がその借用建物に施工 　借用建物・店舗等に施工した内装・造作や附属設備

　した内装・造作 　等は、下表にかかわらず賃借人等の償却資産として

設　備　の　種　類 償却資産の対象となるもの 家屋の対象となるもの

電灯照明設備 屋外の照明設備（ネオンサイン、投光器等） 屋内一般照明器具

中央監視制御 中央監視制御装置一式

配 線 設 備 生産事業用機器の動力配線一式、屋外電気配線 屋内電灯配線

受 変 電 設 備 変圧器、配電盤、キュービクル等

予備電源設備 蓄電池設備、発電機等

給 排 水 設 備 屋外給排水設備、独立高架水槽、井戸等 屋内給排水設備

給 湯 設 備 局所式給湯設備（瞬間湯沸器、貯湯槽等） 中央式給湯設備

厨 房 設 備 事業用厨房設備（百貨店、旅館、病院、社員食堂等） キッチンユニット

ガ ス 設 備 特定の生産又は業務用ガス設備、屋外ガス設備等 屋内配管

消 化 設 備 ホース、ノズル、消火器、ガスボンベ等 消火栓設備、スプリンクラー

空 調 設 備 ルームエアコン、特定の生産又は業務用空調設備 家屋と一体の空調設備

運 搬 設 備 ベルトコンベヤー、クレーン等 エレベーター等

通 信 放 送 設 備 電話機、交換機、アンプ等 屋内配線

店 舗 ・ 事 業 用 造 作

設 備

屋 外 駐 車 場 設 備 舗装路面、フェンス、機械式駐車場設備

そ の 他 看板、広告塔、門、塀、植栽、人工芝

電
　
気
　
設
　
備

簡易間仕切り等容易に取り外し可能なもの 家屋と一体のもの
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償却資産は、下表のように６種類に大別されます。 

 

 

※この償却資産の範囲は、所得税確定申告書の償却費の計算欄又は法人税確定申告書別表１６（１）、

（２）、（７）（減価償却費の計算）に記入された資産から、固定資産税が課税される家屋、自動車税・軽

自動車税が課税される自動車等を除いたものに、おおむね一致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主　な  償  却  資  産  の  内  容

駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設、貯水池

屋外排水溝、煙突、水槽、その他土地に定着した土木設備等

建物付属設備

１　建物の所有者が取り付けた建物付属設備のうち、受変電設備、

　中央監視制御装置、特定の産業又は業務用の設備等

２　テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築

　設備（これらを特定付帯設備といいます。）

工作機械、土木機械、印刷機械、食品製造機械等の各種産業用機械

及び装置、クレーン等建設機械(ナンバープレートの分類が「０」「００～０９」

「０００～０９９」）、機械式駐車設備（ターンテーブルを含みます。）等

第 ３ 種 船 舶 客船、遊覧船、漁船、釣船、ボート、はしけ等

第 ４ 種 航 空 機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリ

フト等（ナンバープレートの分類番号が「９」「９０～９９」「９００～９９９」）

※自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等（これら

と同じ所有者が取り付けたカーラジオ、カーナビゲーションシステ

ム等を含みます）は対象外です。

農耕作業用自動車については、最高速度が毎時35ｋｍ以上のもの

事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パーソナルコンピュータ、

プリンター、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等

資　産　の　種　類

第 ２ 種 機 械 及 び 装 置

第 ６ 種 工具、 器具 及び 備品

第 １ 種
構 築 物
（ 建 物 付 属 設 備 ）

第 ５ 種 車 両 及 び 運 搬 具
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（１）償却方法等の取扱い 

 

（注１）圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮 

を行ったものについては、圧縮前の取得価額をご記入ください。 

（注２）通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置について、所得税法もしくは法人税法の規定 

による増加償却が認められた資産は、償却資産についても増加償却が適用されます。その場合 

は、税務署長への届出書の写を償却資産申告書とともにご提出ください。 

（注３）租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得した 30 万円未満の資産については、国税 

上、損金に算入できます（租税特別措置法第 28 条の 2・第 67 条の 5・第 68 条の 102 の 2）。 

     しかし、地方税法には租税特別措置法の適用はありませんので、この方法で即時償却している 

資産は、償却資産の申告が必要となります。 

 

（２）取得価額と固定資産税（償却資産）申告の取扱い 

 

 

項　　　　　　　目 固定資産税（償却資産）の取扱い 国税の取扱い（法人税・所得税）

償 却 計 算 の 期 間 暦年（賦課期日制度） 事業年度

定額法か定率法の選択方式

 　旧定率法：H19.3.31以前　取得分

250％定率法：H19.4.1～H24.3.31　取得分

200％定率法：H24.4.1以降取得分

前年 中 の新 規 取得 資 産 半年償却（１／２） 月割償却

圧 縮 記 帳 の 制 度 認められません　　　　　　　 （注１） 認められます

評 価 額 の 最 低 限 度 取得価額の100分の5 備忘価額（１円）まで

区分評価

（改良を加えられた資産と改良費を

区分して評価）

減 価 償 却 の 方 法

定率法のみ

※　減価率は、法人税の「旧定率法」
　　 で使用する償却率と同じ

特 別 償 却 ・ 割 増 償 却
（ 租 税 特 別 措 置 法 ）

認められません　　　　　　　 認められます

増 加 償 却
（ 所 得 税 ・ 法 人 税 ）

認められます　　 　　　　　　 （注２） 認められます

改 良 費
（ 資 本 的 支 出 ）

原則区分評価
（一部合算評価も可）

中 小 企 業 者 等 の 少 額
減 価 償 却 資 産 の 特 例
（ 租 税 特 別 措 置 法 ）

金額にかかわらず、認められません
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注３）

 認められます

取得価額 １０万円以上 ２０万円以上

経理区分 ２０万円未満 ３０万円未満

個 別 減 価 償 却 ○ ○ ○ ○

中 小 企 業 特 例 ○ ○ ○

一 時 損 金 算 入 ×

３ 年 一 括 償 却 × ×

○：申告対象　　　　×：申告対象外

１０万円未満 ３０万円以上
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（１）税額決定までの主な流れ 

 ① 資産１品ごとに評価額を算出します。 

 ② 次に①で算出した資産ごとの評価額を足し合わせます。算出結果＝課税標準額となります。 

   ※ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、この合計額から軽減額を差し引いた額が

課税標準額となります。課税標準の特例についてはＰ8 を参照してください。 

 ③ ②で算出した課税標準額が、免税点（150 万円）以上か未満かを判別します。 

 ④ ③の結果、免税点以上であれば課税標準額に税率 1.4％をかけて税額を算出します。 

   免税点未満の場合は課税されません（※免税点未満でも申告は必要です）。 

 

（２）評価額の計算方法について 

【 税額の算出方法 】 資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。 

 
 

※以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価格の 5％になるまで償却します。評価額が取得価

格の 5％未満になる場合は、5％でとどめます。 

 

【 計算例 】 取得価額：250,000 円、取得年月：令和５年２月、耐用年数：4 年 の資産の場合 

  ※前年中取得の減価残存率・・・・・０．７８１ 

          ※前年前取得の減価残存率・・・・・０．５６２ （Ｐ7 減価残存率表参照） 

 
※令和１１年度で算出額が取得価額の 5％（12,500 円）より小さくなりますので、以降 12,500 円で評価 

されます。 

 

（３）価格の決定 

資産１品ごとに（２）の方法により評価額を算出し、全資産の合計額が決定価格（課税標準の基礎と 

なる価格）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 年 中 に 取 得 し た 資 産

前 年 前 に 取 得 し た 資 産

評　　　　　価　　　　　額

取得価額　×　（　１　－　減価率／２　）

前年度の評価額　×　（　１　－　減価率　）

年　　　　　度

令 和 ６ 年 度 ２５０，０００円 × ０．７８１ ＝ １９５，２５０円

令 和 ７ 年 度 １９５，２５０円 × ０．５６２ ＝ １０９，７３０円

令 和 ８ 年 度 １０９，７３０円 × ０．５６２ ＝ ６１，６６８円

令 和 ９ 年 度 ６１，６６８円 × ０．５６２ ＝ ３４，６５７円

令 和 １ ０ 年 度 ３４，６５７円 × ０．５６２ ＝ １９，４７７円

令 和 １ １ 年 度 １９，４７７円 × ０．５６２ ＝ １０，９４６円 ＜ １２，５００円

評　　　　　　　価　　　　　　　額
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（４）税額の決定 

①課税標準額 

 

※ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、この合計額から軽減額を差し引いた額が課税 

標準額となります。 

 

②税額 

 

 

③免税点 

課税標準額が 150 万円未満の場合は課税されません。ただし、150 万円未満であっても申告は必要 

です。 

 

（５）納期 

年税額は年４回（４月、７月、１２月、翌年の２月）に分けて納めていただくことになっています。 

 

【減価残存率表】 

 
 

 

 

 

 

【　賦課期日現在の全資産の決定価格の合計額　】　＝　【　課税標準額　】　となります。

（例）　課税標準額　１，５６０，８５６円の場合

１，５６０，０００円（1,560,856円）　×　１．４／１００　＝　 ２１，８００円（21,840円）

課  税  標  準  額
（1,000円未満切り捨て）

×
税率

（１．４％）
＝

税　　　　　額
（100円未満切り捨て）

前年中 前年前 前年中 前年前 前年中 前年前 前年中 前年前

取得 取得 取得 取得 取得 取得 取得 取得

（1－ｒ/2） （1－ｒ） （1－ｒ/2） （1－ｒ） （1－ｒ/2） （1－ｒ） （1－ｒ/2） （1－ｒ）

2 0.658 0.316 11 0.905 0.811 20 0.945 0.891 29 0.962 0.924

3 0.732 0.464 12 0.912 0.825 21 0.948 0.896 30 0.963 0.926

4 0.781 0.562 13 0.919 0.838 22 0.95 0.901 35 0.968 0.936

5 0.815 0.631 14 0.924 0.848 23 0.952 0.905 40 0.972 0.944

6 0.84 0.681 15 0.929 0.858 24 0.954 0.908 45 0.975 0.95

7 0.86 0.72 16 0.933 0.866 25 0.956 0.912 50 0.977 0.955

8 0.875 0.75 17 0.936 0.873 26 0.957 0.915

9 0.887 0.774 18 0.94 0.88 27 0.959 0.918

10 0.897 0.794 19 0.943 0.886 28 0.96 0.921

減価残存率 減価残存率 減価残存率 減価残存率

※　『固定資産評価基準』とは、地方税法第３８８条に基づく総務大臣の告示です。

耐
用
年
数

耐
用
年
数

耐
用
年
数

耐
用
年
数

※　ｒとは、当該償却資産
　　 の耐用年数に応ずる
　　 減価率です。
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（１）非課税資産 

 地方税法第 348 条及び同法附則第 14 条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定

資産税が課税されません。 

 

（２）課税標準の特例が適用される資産 

 地方税法第 349 条の 3 及び同法附則第 15 条の規定により、課税標準の特例が適用され、税額が軽

減されるものがあります。主なものについては下表のとおりです。 

 課税標準の特例が適用される資産をお持ちの方は、それを証明する届出書、許可書、説明書等の写

しを添えて、償却資産申告書とともにご提出ください。 

 

主な特例適用資産（抜粋） 

 

※１ 先端設備等導入計画の詳細については、本市産業経済部商工課へお問い合わせください。 

   （TEL：0575-23-6753） 

※２ 賃上げ方針を計画内に位置付けて、従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準の 

特例率を３分の１とします。 

    令和５年４月１日～令和６年３月３１日までに取得したもの（５年間） 

    令和６年４月１日～令和７年３月３１日までに取得したもの（４年間） 

 

 

 

 

 平成２８年１月以降にご提出いただく償却資産申告書には、個人番号（マイナンバー）・法人番号の記

載欄が追加されました。 

※ご提出いただいた各種確認資料の写しは返却いたしませんのでご承知おきください。 

（１）個人の方 

個人の方は申告に本人確認資料が必要です。 

 個人番号（マイナンバー）12 桁を記載した申告書を提出していただく際、マイナンバー法に定める本人

確認（番号確認、身元確認及び代理権確認）を実施させていただきます。 

 なお、電子申告（ｅＬＴＡＸ）の場合、本人確認資料の添付は不要です。 

条 項号

最初の５年間
１／３

次の５年間
２／３

第３０項第１号イ
１千kW未満

２／３

第３０項第２号イ
１千kW以上

３／４

「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写

「先端設備等導入計画に係る認定について」の写

「先端設備等導入計画」の写

「先端設備等導入計画に関する確認書」の写

「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写

最大５年度分 （賃上げ方針表明ありの場合）

「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の写

１／２

地 方 税 法
附則第１５条

３年度分
１/２

１/３（※２）

地方税法
附則第１５条

特定施設設置（仕様、変更）届出書の写

太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付
決定通知書の写

根　拠　規　定
特例対象資産（※わがまち特例） 特例率 添　付　書　類

ガス事業用資産
地 方 税 法
第３４９条の３

第２項

先端設備等の新規取得（※１） 第４５項

汚水又は廃液処理施設 第２項第１号
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（２）法人の方 

法人の方は申告に本人確認資料の添付は不要です。 

法人番号 13 桁を申告書にご記入ください。 

個人の方の必要な資料の一覧 

 

 

 

 

 

 

 電算処理により申告される方は、毎年度、増減のあった資産だけでなく、１月１日（賦課期日）現在、関

市内に所有しているすべての償却資産について申告してください。 

 

 

次のうち、いずれか１点 次のうち、いずれか１点

　・個人番号カード 　・本人の個人番号カード（裏面）の写し

　・通知カード 　・本人の通知カードの写し

　・住民票（個人番号付き）　　　　　等 　・本人の住民票（個人番号付き）　　　　　等

次のうち、いずれか１点

次のうち、いずれか１点 　・個人番号カード

　・個人番号カード 　・運転免許証

　・運転免許証 　・税理士証票　　　　　　　　等

　・関市から送付された氏名・住所が 次のうち、いずれか１点

　　印字された償却資産申告書　　　　等 　・委任状

　・税務代理権限証書　　　　　等

次のうち、いずれか１点 次のうち、いずれか１点

　・個人番号カード（裏面）の写し 　・本人の個人番号カード（裏面）の写し

　・通知カードの写し 　・本人の通知カードの写し

　・住民票（個人番号付き）の写し　　等 　・本人の住民票（個人番号付き）の写し　　等

次のうち、いずれか１点

次のうち、いずれか１点 　・本人の個人番号カード（表面）の写し

　・個人番号カード（表面）の写し 　・運転免許証の写し

　・運転免許証の写し 　・税理士証票の写し　　　　　等

　・関市から送付された氏名・住所が 次のうち、いずれか１点

　　印字された償却資産申告書　　　　等 　・委任状

　・税務代理権限証書　　　　　等

本人による申告 代理人（税理士等）による申告の場合

番号
確認

代理人の
身元確認

代理権の
確認資料

番号
確認

代理人の
身元確認

代理権の
確認資料

税務課窓口
へ提出

身元
確認

税務課へ
直接郵送

身元
確認

１　独自の申告書を使用する場合は、所有者コードを確認させていただくため、

　　必ず本市の申告書を添付してください。

２　評価額（ホ）の欄を必ず記入してください。

１　次の項目は必ず記載してください。

　・資産の種類　・資産の名称　・数量　・取得年月　・取得価額　　

　・減価残存率　・耐用年数（改正耐用年数も含む）　・価額

　・特例率（該当有の場合）　・増加理由（１～４）

２　評価額はＰ６を参照のうえ算出してください。

３　税制改正等により耐用年数を変更された資産がある場合は、改正年、

　　改正前及び改正後の耐用年数をそれぞれ記載してください。

４　減少した資産のリストを種類別明細書に添付してください。

５　増加資産や減少資産がある場合は、増減事由を摘要欄等に記載してく

　　ださい。

６　圧縮記帳、特別償却は認められておりません。

償 却 資 産 申 告 書

種 類 別 明 細 書
（増加資産・全資産用）
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）
※

共
有

で
資

産
を

お
持

ち
の

方
は

、
備

考
欄

に
共

有
者

の
氏

名
又

は
法

人
名

と
住

所
又

は
所

在
地

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
7

税
理

士
等

の
氏

名
税

理
士

　
税

務
　

太
郎

1
4

青
色

申
告

有
　

　
・
　

　
無

（
電

話
　
0
5
7
5
-
2
3
-
8
7
8
3

）

1
0

非
課

税
該

当
資

産
有

　
　

・
　

　
無

（
資

本
金

等
の

金
額

）
（
　
８

　
　

百
万

円
　

）
　

　
　

　
　

（
　

ふ
　

り
　

が
　

な
　

）
1
1

課
税

標
準

の
特

例
有

　
　

・
　

　
無

5
事

業
開

始
年

月
２

　
　

氏
　

　
　

　
　

名
平

成
 ２

 ８
年

３
月

1
2

特
別

償
却

又
は

圧
縮

記
帳

有
　

　
・
　

　
無

関
　

　
　

市
　

太
　

郎
6

こ
の

申
告

に
応

答
す

る
者

の
係

及
び

氏
名

令
和

６
年

１
月

１
５

日

※
所

有
者

コ
ー

ド

関
　

　
市

　
　

長
　

　
　

山
　

下
　

清
　

司
殿

償
却

資
産

申
告

書
（
償

却
資

産
課

税
台

帳
）

　
　

　
　

　
（
　

ふ
　

り
　

が
　

な
　

）
3

個
人

番
号

又
8

短
縮

耐
用

年
数

の
承

認
有

　
　

・
　

　
無

〒
５

０
１

－
３

８
９

４
１

　
　

住
　

　
　

　
　

所
は

法
人

番
号

岐
阜

県
関

市
若

草
通

３
丁

目
１

番
地

9
増

加
償

却
の

届
出

有
　

　
・
　

　
無

4
事

業
種

目
又

　
は

　
納

　
税

　
通

知
　

書
　

送
　

付
　

先
（
　

電
　

話
　

　
　
０

５
７

５
－

２
２

－
３

１
３

１
　

　
）

不
動

産
賃

貸
、

管
理

業

受
付

印

３
個

人
の

方
は

1
2
桁

の
個

人
番

号
を

、
法

人
に

あ
っ

て

は
1
3
桁

の
法

人
番

号
を

右
詰

め
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

償
却

資
産

を
共

有
さ

れ
て

い
る

方
は

、
記

載
不

要
で

す
。

法
人

の
場

合
は

、
本

店
の

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
５

資
産

の
所

在
地

番
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
６

該
当

す
る

方
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

「
有

」
の

場
合

は
、

貸
主

（リ
ー

ス
会

社
等

）の

名
称

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
８

前
年

中
に

「
資

産
の

増
減

な
し

」
・「

該
当

資
産

な
し

」の
場

合
も

、
該

当
箇

所
を

○
で

囲
ん

で
、

御
提

出
く
だ

さ
い

。

解
散

・
廃

業
・
休

業
・合

併
等

の
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

「
廃

業

ほ
か

」
欄

に
記

載
し

、
御

提
出

く
だ

さ
い

。

１
８

添
付

書
類

が
あ

る
場

合
は

そ
の

名
称

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

申
告

書
提

出
日

を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

屋
号

が
あ

れ
ば

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

（
ロ

）
前

年
中

に
減

少
し

た
資

産

の
取

得
価

額
の

合
計

を
、

資
産

の
種

類
別

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
（
ハ

）
前

年
中

に
取

得
し

た
資

産

の
取

得
価

額
の

合
計

を
、

資
産

の
種

類
別

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

（
ニ

）
【
（
イ

）
前

年
前

に
取

得
し

た
も

の
】

－
【
（
ロ

）
前

年
中

に
減

少
し

た
も

の
】

＋
【
（
ハ

）
前

年
中

に
取

得
し

た
も

の
】に

よ
っ

て
算

出
し

た
取

得
価

額
の

合
計

額
を

、
資

産
の

種
類

別
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

６
こ

の
申

告
に

つ
い

て
直

接
対

応
さ

れ
る

方
の

係
名

、
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

７
経

理
を

委
託

し
て

い
る

税
理

士

等
の

氏
名

及
び

電
話

番
号

を
ご

記

入
く
だ

さ
い

。

８
～

１
４

該
当

す
る

方
を

○
で

お
囲

み
く
だ

さ
い

。

償却資産申告書の記入例 
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※

※

千
円

千
円

千
円

令
和

６
年

度
所

　
有

　
者

　
コ

　
ー

　
ド

種
類
別
明
細
書
（
増
加
資
産
・
全
資
産
用
）

市
町

村

コ
ー

ド
所

有
者

名

（
イ

）
（
ロ

）
（
ハ

）
※

取
得

年
月

課
税

標
準

取
得

価
額

価
額

課
税

標
準

額
の

特
例

年 号
年

月

1
宛

名
キ

ー
コ

ー
ド

分
割

年
度

ペ
ー

ジ
数

枚
の

う
ち

関
　

　
　

市
　

太
　

郎
1

枚
　

目

率
コ

ー
ド

0
1

1
フ

ェ
ン

ス
1

5
5

3
１

２
０

０
０

０
０

1
0

0
.

十
億

百
万

十
億

百
万

１
・
２

３
・
４

十
億

百
万

0
2

1
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
1

5
5

4
３

６
０

０
０

０
０

1
0

0
.

１
・
２

３
・
４

0
3

2
マ

シ
ニ

ン
グ

セ
ン

タ
1

5
5

8
１

５
０

０
０

０
０

０
1
0

0
.

１
・
２

３
・
４

先
端

設
備

0
4

2
太

陽
光

発
電

設
備

一
式

1
5

5
1
0

２
３

０
０

０
０

０
０

０
1
7

0
.

１
・
２

３
・
４

0
5

6
パ

ソ
コ

ン
3

5
5

1
2

６
６

０
０

０
０

4
0
.

１
・
２

３
・
４

0
6

6
応

接
セ

ッ
ト

1
4

3
1

4
５

６
０

０
０

０
8

0
.

１
・
２

３
・
４

申
告

漏
れ

0
7

6
エ

ア
コ

ン
4

5
2

4
８

４
０

０
０

０
6

0
.

１
・
２

３
・
４

申
告

漏
れ

0
8

１
・
２

３
・
４

１
・
２

３
・
４

1
0

１
・
２

３
・
４

0
9

１
・
２

３
・
４

1
2

１
・
２

３
・
４

1
1

１
・
２

３
・
４

1
4

１
・
２

３
・
４

1
3

１
・
２

３
・
４

1
6

１
・
２

３
・
４

1
5

１
・
２

３
・
４

1
7

小
　

　
計

資
産

コ
ー

ド
資

産
の

名
称

等

行 番 号

資 産 の 種 類

数 量

耐 用 年 数

増 加 事 由

摘
要

減 価 残 存

率

１
・
２

３
・
４

1
8

【
資

産
の

種
類

】

以
下

の
数

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
＝

構
築

物
（
建

物
附

属
設

備
含

む
）

２
＝

機
械

及
び

装
置

３
＝

船
舶

４
＝

航
空

機

５
＝

車
両

及
び

運
搬

具

６
＝

工
具

、
器

具
及

び
備

品

【
資

産
の

名
称

等
】

資
産

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
取

得
年

月
】

３
＝

昭
和

４
＝

平
成

５
＝

令
和

（
例

）
平

成
3
１

年
4
月

は

「
４

３
１

０
４

」
と

な
り

ま
す

。
※
20
19

年
5月

1日
よ

り
、

元
号

が
令

和
と

な
り

ま
す

。

【
取

得
価

額
】

該
当

資
産

の
取

得
価

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
耐

用
年

数
】

法
人

税
及

び
所

得
税

に
お

け
る

法
定

耐
用

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

【
摘

要
】

課
税

標
準

の
特

例
が

適
用

さ
れ

る
資

産
・短

縮
耐

用

年
数

を
適

用
し

て
い

る
資

産
・
増

加
償

却
を

行
っ

て
い

る
資

産
に

つ
い

て
そ

の
旨

表
示

し
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
資

産
が

増
加

し
た

事
由

に
つ

い
て

特
記

す
べ

き
事

項
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
表

示
し

て
く
だ

さ
い

。

所
有

者
名

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

「
増

加
事

由
」
の

欄
は

、

１
新

品
取

得
２

中
古

品
取

得

３
移

動
に

よ
る

受
入

れ
４

そ
の

他

の
い

ず
れ

か
に

○
を

付
け

て
く
だ

さ
い

。

増加した資産の記入例 ※漢字で書ける資産名称は、漢字でご記入ください。 
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※

千
円

年 号

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

　
取

り
壊

し

令
和

６
年

度
所

　
有

　
者

　
コ

　
ー

　
ド

種
類
別
明
細
書
（
減
少
資
産
用
）

市
町

村

コ
ー

ド
所

　
　

有
　

　
者

　
　

名
1

宛
名

キ
ー

コ
ー

ド
分

割
枚

の
う
ち

関
　

　
　

市
　

太
　

郎
Ｇ

1
枚

　
目

減
少

の
事

由
及

び
区

分
取

得
年

月

取
得

価
額

百
万

年
月

３
移

動
４

そ
の

他
２
 一

部

１
売

却
２

滅
失

１
 全

部

0
1

1
8
7

ブ
ロ

ッ
ク

塀
1

3
5
8

7

十
億

0
2

1
8
8

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

1
3

5
8

7

2
デ

ジ
タ

ル
印

刷
機

1
4

2
6

1
2

1
1
5

３
３

０
０

０
０

０
1
0

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

　
取

り
壊

し
５

０
０

０
０

０
1
5

３
８

０
０

０
０

０
4

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

R
5
.8

　
 △

△
工

場
へ

移
動

0
4

2
製

本
機

1
4

2
6

1
2

２
０

０
０

０
０

０
7

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

0
3

 R
5
.1

0
　

〇
〇

㈱
へ

売
却

0
5

6
2
1
7

パ
ソ

コ
ン

5
4

2
2

5
１

３
５

０
０

０
０

4
１

・
２

・
３

・
４

１
・
２

1
1
7

　
廃

棄
（
7
台

の
う

ち
5
台

）
0
6

6
2
2
3

エ
ア

コ
ン

3
4

2
2

3
６

９
０

０
０

０
6

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

　
廃

棄

９
６

０
０

０
０

5
１

・
２

・
３

・
４

１
・
２

　
廃

棄
0
7

6
1
8
7

テ
レ

ビ
2

4
1
9

1

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

　
廃

棄
0
8

6
1
9
3

乾
燥

機
2

4
2
1

9

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

0
9

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

６
８

０
０

０
０

8

1
1

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

1
0

1
2

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

1
3

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

1
4

1
5

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

1
6

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

小
　

　
計

1
8

１
・
２

・
３

・
４

１
・
２

抹
消

コ
ー

ド
資

産
の

名
称

等
摘

　
　

　
　

　
　

　
　

要

行 番 号

資 産 の 種 類

数 量

耐 用 年 数

申 告 年 度

1
7

【
資

産
の

種
類

】

以
下

の
数

字
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
＝

構
築

物
（
建

物
附

属
設

備
含

む
）

２
＝

機
械

及
び

装
置

３
＝

船
舶

４
＝

航
空

機

５
＝

車
両

及
び

運
搬

具

６
＝

工
具

、
器

具
及

び
備

品

同
封

の
「
償

却
資

産
種

類

別
明

細
書

（
申

告
資

料
）」

に
記

載
し

て
あ

り
ま

す
「資

産
コ

ー
ド

」
を

記
入

し
て

く

だ
さ

い
。

【
資

産
の

名
称

等
】

資
産

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
取

得
年

月
】

３
＝

昭
和

４
＝

平
成

５
＝

令
和

（
例

）

平
成
2
1
年
9
月

は

「
42
10
9」

と
な

り
ま

す
。

【
取

得
価

額
】

該
当

資
産

の
取

得
価

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
耐

用
年

数
】

法
人

税
及

び
所

得
税

に
お

け
る

法
定

耐
用

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

【
減

少
の

事
由

及
び

区
分

】

該
当

す
る

事
由

に
○

を
つ

け

【
摘

要
】

該
当

資
産

の
移

動
先

、
廃

棄
等

、
具

体
的

な
減

少
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

所
有

者
名

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

減少した資産の記入例 
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（１）申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合 

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第３８６条及び関市税条例第５６条の規定 

により、１０万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第３６８条の規定より不足額に加えて           

延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第３８５条の規定に

より、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金を科されることがあります。 

 

（２）実地調査のお願い 

 申告書受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第３５３条及び第    

４０８条の規定により、実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。 

なお、検査拒否にあたる場合には、地方税法第３５４条の規定により、１年以下の懲役又は５０万円

以下の罰金を科されることがあります。 

  また、実地調査等に伴い、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合の修正年度は現

年度だけでなく５年度分（地方税法第１７条の５第５項）まで遡及して修正することもありますので、ご了

承ください。過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期と異なり、納期は１回となります。

そのほか調査の結果により、家屋の評価を変更する場合があります。 

 

（３）国税資料等の閲覧について 

関市では地方税法第３５４条の２の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行っ 

ています。閲覧した書類の内容と、関市への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め

個別に確認させていただきますのでご協力をお願いいたします。 

なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座振替納税は、一度お申込みいただければ、市の指定金融機関やゆうちょ銀行の口座から納

期限の日に自動的に引き落として納税できる便利な制度です。 

是非ご活用ください。 

口座振替の申込みは、市指定金融機関・ゆうちょ銀行の窓口で申込むことができます。 

※お申込みは、口座振替開始期の前月までにお願いします。 

※口座振替のできる金融機関については納税通知書をご覧ください。 

 市税の納付は、口座振替で！ 
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耐 用 年 数 表 （抜 粋 ）

 

◎構築物（１種） ◎船舶（３種）

金属造のもの 20 電気業用水力発電設備 22 漁船（ＦＲＰ） 7
その他のもの 10 その他の水力発電設備 20 モーターボート 4

緑 化 施 設 工場緑化施設 7 汽力発電設備 15
庭 園 その他の緑化施設及び庭園 20 内燃力・ガスタービン発電設備 15 ◎車両（５種）

コンクリート敷、ブロック敷 15 送電・電気事業用変電、配電設備

アスファルト敷 10 　　需要者用計器 15
　　柱上変圧器 18 フォークリフト 4

◎構築物（建物附属設備：１種） 　　その他の設備 22
その他の設備 ◎工具・器具・備品（６種）

　　主として金属製のもの 17
受変電設備（キュービクル） 15 　　その他のもの 8
蓄電池電源設備 6 製造用設備 10 測定工具・検査工具 5
その他のもの 15 供給用設備 治具及び取付工具 3

給排水・衛生・ガス設備 15 　　鋳鉄製導管 22 事務机、事務いす、キャビネット

冷 暖 房 冷暖房設備（冷凍機の出力２２ｋｗ 13 　　鋳鉄製導管以外の導管 13 　　主として金属製のもの

通 風 以下） 　　需要者用軽量器 13 　　その他のもの

ボ イ ラ ー その他のもの 15 　　その他の設備 15 応接セット

3 その他の設備 　　接客業用のもの

　　主として金属製のもの 17 　　その他のもの

◎機械装置（２種） 　　その他のもの 8 陳列だな、陳列ケース

熱供給業用設備 17 　　冷凍機又は冷蔵機付のもの

水道業用設備 18 　　その他のもの

食料品製造業用設備 10 通信業用設備 9 その他の家具

飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 10 放送業用設備 6 　　接客業用のもの

炭素繊維製造設備 飲食料品卸売業用設備 10 　　その他のもの

　　黒鉛化炉 3 飲食料品小売業用設備 9 　　　　主として金属製のもの

　　その他の設備 7 その他の小売業用設備 　　　　その他のもの

その他の設備 7 　　ガソリン、液化石油ガススタンド設備 8 ラジオ、テレビ、音響機器

木材又は木製品（家具を除く。）製造業用設備 8 　　その他の設備 冷房用又は暖房用機器

家具又は装備品製造業用設備 11 　　　　主として金属製のもの 17 冷蔵庫、洗濯機、その他類似の

パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 12 　　　　その他のもの 8 電気機器、ガス機器

デジタル印刷システム設備 4 技術サービス業用設備（他の号に揚げるものを除く。） 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー

製本業用設備 7 　　計量証明業用設備 8 （電気式のものを除く。）

新聞業用設備 　　その他の設備 14 カーテン、座布団、寝具、丹前

　　モノタイプ、写真又は通信設備 3 宿泊業用設備 10 じゅうたんその他の床用敷物

　　その他の設備 10 飲食店用設備 8 　　小売業、接客業、放送用、劇場

その他の設備 10 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 13 　　その他のもの

石油製品又は石炭製品製造業用設備 7 その他の生活関連サービス業用設備 6 室内装飾品

プラスチック製品製造業用設備（他に揚げるものを除く） 8 娯楽業用設備 　　主として金属製

ゴム製品製造業用設備 9 　　映画館又は劇場用設備 11 　　その他のもの

なめし革、同製品又は毛皮製造業用設備 9 　　ボウリング場用設備 13 食事または厨房用品

窯業又は土石製品製造業用設備 9 　　その他の設備 　　陶磁器製・ガラス製のもの

金属被覆。彫刻業、打はく・金属製ネ 6 　　　　主として金属製のもの 17 　　その他のもの

ームプレート製造業用設備 　　　　その他のもの 8 その他のもの

その他設備 10 教育業（学校教育業を除く。）又は学習支援業用設備 　　主として金属製

はん用機械器具製造業用設備 12 　　教習用運転シュミレータ設備 5 　　その他のもの

　　その他の設備 謄写機器及びタイプライター

9 　　　　主として金属製のもの 17 　　孔版印刷・印書業用のもの

12 　　　　その他のもの 8 　　その他のもの

7 自動車整備業用設備 15 電子計算機（パソコン：ただし、

電気機械器具製造業用設備 7 その他のサービス業用設備 12 サーバー用のものを除く。）

情報通信機械器具製造業設備 8 機械式駐車設備 10 電子計算機（その他のもの）

農業用設備 7 その他の設備

林業用設備 5 　　主として金属製のもの 17
漁業用設備、水産養殖業設備 5 　　その他のもの 8

店用簡易設備・簡易間仕切り

生産用機械器具製造業用設備

　　金属加工機械製造設備

　　その他の設備

業務用機械器具製造業用設備

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

広 告 用

舗 装 道 路
舗 装 路 面

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

電 気 設 備

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

繊 維 工 業

印刷業又は
印刷関連業
用 設 備

金属製品製
造業用設備

そ の 他

電 気 業 用

設 備

ガ ス 業 用

設 備
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◎構築物（１種） ◎船舶（３種）

22 漁船（ＦＲＰ） 7 複写機、計算機、レジスター、タイム 5
20 モーターボート 4 レコーダー、他類似機器

15
15 ◎車両（５種） 6

送電・電気事業用変電、配電設備

15 10
18 フォークリフト 4 10
22 5

その他の設備 ◎工具・器具・備品（６種） 5
17 5
8 8
10 測定工具・検査工具 5 3

供給用設備 治具及び取付工具 3 2
22 事務机、事務いす、キャビネット

13 　　主として金属製のもの 15 10
13 　　その他のもの 8 5
15 応接セット 5

その他の設備 　　接客業用のもの 5 20
17 　　その他のもの 8 理容又は美容機器（いす、洗面設備、その他） 5
8 陳列だな、陳列ケース 4
17 　　冷凍機又は冷蔵機付のもの 6 5
18 　　その他のもの 8 6
9 その他の家具

6 　　接客業用のもの 5 6
10 　　その他のもの 8
9 　　　　主として金属製のもの 15

その他の小売業用設備 　　　　その他のもの 8
8 ラジオ、テレビ、音響機器 5

　　その他の設備 冷房用又は暖房用機器 6 4
17 冷蔵庫、洗濯機、その他類似の 6
8 電気機器、ガス機器

技術サービス業用設備（他の号に揚げるものを除く。） 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー 4 3
8 （電気式のものを除く。） 10
14 カーテン、座布団、寝具、丹前 3 5
10 じゅうたんその他の床用敷物 2
8 　　小売業、接客業、放送用、劇場 3
13 　　その他のもの 6 3
6 室内装飾品 5

娯楽業用設備 　　主として金属製 15 3
11 　　その他のもの 8 3
13 食事または厨房用品 2

　　その他の設備 　　陶磁器製・ガラス製のもの 2
17 　　その他のもの 5 10
8 その他のもの 5

教育業（学校教育業を除く。）又は学習支援業用設備 　　主として金属製 15 貸付業用のもの 2
5 　　その他のもの 8 その他のもの 15

　　その他の設備 謄写機器及びタイプライター 魚類 2
17 　　孔版印刷・印書業用のもの 3 鳥類 4
8 　　その他のもの 5 その他のもの 8
15 電子計算機（パソコン：ただし、 4 漁具 3
12 サーバー用のものを除く。） 自動販売機 5
10 電子計算機（その他のもの） 5

その他の設備

17

電話設備その他の通信機器

　　デジタル構内交換設備及びデジタル

　　ボタン電話設備

　　その他のもの

時計

度量衡器

試験又は測定機器

カメラ、映写機、望遠鏡

焼付機、乾燥機、顕微鏡

看板、ネオンサイン及び気球

マネキン人形及び模型

その他のもの

　　主として金属製のもの

　　その他のもの

手さげ金庫

その他のもの

消毒殺菌用機器

手術機器

調剤機器

光学検査機器

　　ファイバースコープ

　　その他のもの

その他のもの

　　レントゲンその他の電子装置を

　　使用する機器

　　　　移動式のもの

　　　　その他のもの

　　その他のもの

　　　　陶磁器製、ガラス製のもの

　　　　主として金属製のもの

　　　　その他のもの

パチンコ器その他これらに類する球戯

用具

スロットマシン

碁、将棋、麻雀

スポーツ具

劇場用観客いす

衣装

その他のもの

　　主として金属製のもの

　　その他のもの

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

事 務 機 器
及 び 通 信
機 器

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

時計 、試 験
機 器 及 び
測 定 機 器

構造・用途 細　　　　　　　目
耐用
年数

光学 、写 真
制 作 機 器

看 板 及 び
広 告 器 具

金 庫

生 物

植
物

事 務 機 器
及 び 通 信
機 器

動
　
物

前 掲 以 外
の も の

家具、電気

機器、ガス

機器及び

家庭用品

医 療 機 器

娯 楽 又 は
ス ポ ー ツ
器 具 又 は
劇 場 用
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申告書の提出は 

便利な電子申告をご利用ください！ 

 

ｅＬＴＡＸ のご利用開始・利用方法は、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまでお問い合わせください！ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  

   

〒501-3894 

 岐阜県関市若草通３丁目１番地 

  

関市役所 

  財務部税務課 家屋係  行 

   （償却資産申告書 在中） 

       

 

提出前に次の確認をお願いします。 

ﾁｪｯｸ 

□ 申告書に連絡先の記入はされていますか？ 

□ 申告書に資産所在地は記入されていますか？ 

□ 増加資産の耐用年数は記入されていますか？ 

□ 増加事由の欄（１～４）の記入はありますか？ 

□ 個人番号又は法人番号の記入はありますか？ 

 

非課税、特例の対象資産をお持ちの場合は、同時に

添付書類の提出をお願いします。 

●ホームページ ： ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｅｌｔａｘ．ｌｔａ．ｇｏ．ｊｐ 

● 利 用 時 間 ： ８時３０分～２４時 

           （土・日・祝日、年末年始１２／２９～１／３は除く） 

●ヘルプデスク ： ０５７０－０８１４５９（ハイシンコク） 

           上記の電話番号でつながらない場合：０３－５５２１－００１９               

          ９時～１７時 

（土・日・祝日、年末年始は除く） 

 

※申告データ等の作成に係る具体的な操作方法についても、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまで 

お問い合わせください！ 

 

郵送で申告書を提出される場合は、

「あて名ラベル」として切り取って封筒

に貼付し、ご利用ください。 

必ず 切手 を貼ってください。 


